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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２４年５月１０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                            委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                            委   員  庄 司 邦 昭 

                            委   員  根 本 美 奈 

                            

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年８月２８日（日） １０時２５分ごろ 

発生場所 熊本県上天草市鳩之
はとの

釜
かま

漁港西北西方沖  

鳩之釜港三号防波堤南灯台から真方位２８９°３,３００ｍ付近 

（概位 北緯３２°３５.４′ 東経１３０°２２.２′） 

事故調査の経過 平成２３年９月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 平成
へいせい

丸、２.４トン 

   ＫＭ３－５１７３０（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.４６ｍ（Lr）×２.２８ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、平成４年５月 

Ｂ モーターボート オカムラⅢ
さん

世
せい

、５トン未満    

   ２９３－２９３９７熊本、個人所有 

   ６.３４ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、８４.６kＷ、平成７年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年９月１０日 

    免許証交付日 平成１８年１１月７日 

            （平成２４年９月９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年３月１９日 

    免許証交付日 平成１８年１０月２７日 

            （平成２４年３月１８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（船長Ｂが頸椎捻挫及び右下腿足関節打撲等） 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷 

Ｂ 船尾部左舷外板及び操舵室上部を破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客３人及び補助者１人を乗せ、

鳩之釜漁港を出港して上天草市湯島南方で釣りを行った後、上天草市羽
は

干
ぼ

島西方に移動し、漂泊して釣りを行っていた。 

船長Ａは、上天草市黒島の南西方まで流されたので潮上
のぼ

りを始め、操舵

室中央で立って手動操舵に当たり、約１３ノットの速力で北北東進した。 

船長Ａは、前方や周囲の島などを見たり、操縦席の右前にあるＧＰＳプ
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ロッターの画面で釣り場の位置を確認したりしながら航行し、‘船首が浮上

して船首方を見通すことができない死角’（以下「船首死角」という。）が

生じていたものの、船首死角を補う見張りを行わずに航行した。 

船長Ａは、鳩之釜漁港西北西方沖を北北東進中、平成２３年８月２８日

１０時２５分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突し、衝撃を

受けてＢ船と衝突したことに気付いた。 

釣り客３人及び補助者は、操舵室右舷側の通路や前部甲板にいたが、い

ずれもＢ船に気付かなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０７時００分ごろ熊本県宇城市戸馳
とばせ

島北岸の係留地を出港して黒島南西方の釣り場で釣りを行った後、黒島北

方の釣り場に移動し、機関を中立にして船首を西方に向け、漂泊して釣り

を始めた。 

 船長Ｂは、船尾甲板右舷側の椅子に右舷方を向いて腰を掛け、右舷方に

釣り竿を出して釣りを行っていたとき、Ｂ船の左舷側（南方）８００ｍ付

近にＡ船を視認したが、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けてくれるだろうと思

い、釣りを続けた。 

 船長Ｂは、魚が釣れたのでリールで巻き上げていたとき、背後から機関

音がしたので振り返ったところ、左舷側至近に接近したＡ船を認め、機関

の操縦ハンドルを後進一杯としたが、直後にＡ船と衝突した。 

 船長Ｂは、海に投げ出されたがＡ船に救助され、来援した巡視艇に移乗

して上陸後、病院に搬送された。 

Ｂ船は、Ａ船により鳩之釜漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 羽干島と黒島の中間付近には、本事故当時、多数の釣り船が漂泊して釣

りを行っていた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、鳩之釜漁港西北西方沖を北北東進中、

船長Ａが、船首死角を補う適切な見張りを行って

いなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に気付

かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、鳩之釜漁港西北西方沖において漂泊し

て釣り中、船長Ｂが、釣れた魚をリールで巻き上

げることに注意を向け、適切な見張りを行ってい

なかったことから、Ａ船が接近していることに気

付かずに釣りを続け、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、鳩之釜漁港西北西方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が

漂泊して釣り中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 
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参考 船長Ａは、本事故後、Ａ船の操舵室天井に開口部を設け、同開口部から

顔を出して船首方の見張りを行うことにした。 

 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

 ・船首死角が生じている場合は、船首を左右に振るなどして船首死角を

補う適切な見張りを行うこと。 

・漂泊して釣りを行っている場合でも、周囲の適切な見張りを行うこ

と。 

・救命胴衣を着用すること。 

 




